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■ 情報公開制度の運用状況 ■ 
 

【 情報公開制度 】 

 

第１ 情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開制度の目的 

   市政に対する理解と信頼を確保するとともに、公正で開かれた市政の実現を図るこ

とを目的として、平成１７年４月１日から、淡路市情報公開条例（平成１７年淡路市

条例第１５号。以下「情報公開条例」という。）を制定し、情報公開制度を実施してい

ます。 
 

 ２ 情報公開制度の概要 

  (１) 実施機関 

     実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固

定資産評価審査委員会及び議会の７機関です。 

  (２) 公文書 

     請求対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び写真（これらを撮影したマイクロフィルムを含む。）並びに電磁的記録

（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式をいう。）で作られる記録をいう。以下同じ。）であって、実施

機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。 

  (３) 請求者 

     誰もが、公文書の公開請求をすることができます。 

  (４) 公開・非公開の決定までの期間 

     公文書の公開の請求があった場合には、原則として請求日から１５日以内に公

開・非公開の決定を行います。ただし、やむを得ない理由があるときは、請求日

から４５日を限度として決定期間を延長できます。この場合において、期限内に

決定が行われないときは、請求者は、非公開決定があったものとみなし、審査請

求又は取消訴訟を提起することができます。 

  (５) 非公開情報 

 情報公開条例第７条に定める次に掲げる非公開理由のいずれかに該当する情報

については、公開を行うことはできません。 

    ア 個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報（第１号） 

    イ 法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれのあ

る情報（第２号） 

    ウ 人の生命、健康、財産等の保護、犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障

を及ぼすおそれのある情報（第３号） 

    エ 法令や条例等で公にすることができないとされている情報（第４号） 

    オ 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立等が不当に損なわれる

おそれのある情報（第５号） 

    カ 事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それのある情報（第６号） 

  (６) 部分公開 

     公文書の公開の請求に対して、可能な限り公文書を公開しようとする趣旨から、

非公開情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが、容易に区分して除くこ
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とができるときは、部分公開を行うこととしています。 

  (７) 公開の方法 

     文書、図画及び写真は、閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録は、印

刷物として出力したものの閲覧、写しの交付等その種類に応じた方法により公開

します。 

  (８) 手数料等 

     公開請求に係る手数料の額は、公文書１件につき３００円とし、公文書の写し

を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用の負担が必要です。 

  (９) 審査請求 

     実施機関は、公開請求に対する決定について、行政不服審査法の規定により審

査請求があったときは、原則として淡路市情報公開・個人情報保護審査会（以下

「審査会」といいます。）の意見を聴いた上で、審査請求に対する決定等を行い

ます。 

  (10) その他 

     市長は、毎年この制度の運用状況を公表します。 

 

 ３ 情報公開・個人情報保護審査会の概要 

  (１) 審査会の組織、運営等 

     審査会は、情報公開条例によって、市長の附属機関として、平成１７年４月１

日に設置しましたが、平成２４年４月１日から情報公開審査会と個人情報保護審

査会を統合し、情報公開・個人情報保護審査会（以下「旧審査会」といいます。）

を設置しました。 

     令和５年４月１日からは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号。以下「個人情報保護法」といいます。）等の改正に伴い、旧審査会を廃止し、

新たに淡路市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５年淡路市条例第２号。

以下「審査会条例」といいます。）により審査会を設置しています。審査会の組織、

運営等については、審査会条例、淡路市情報公開・個人情報保護審査会規則（令

和５年淡路市規則第２号。以下「審査会規則」といいます。）等に定めています。 

  (２) 審査会の所掌事務 

     審査会は、次に掲げる事項を調査審議します。 

    ア 公文書の公開決定等又は公開請求に係る不作為に対する審査請求に関する事

項 

    イ 情報公開制度の運営及び改善に関する重要事項 

  (３) 審査会の委員 

     審査会の組織は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱した５人の委員

で構成され、その任期は、３年です。 

  (４) 審査会の調査権限 

     審査会は、その権限に属する事務を行うため必要があるときは、審査請求人、

実施機関の職員その他関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係

書類の提出を求めることができます。 
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第２ 情報公開制度の運用状況 

 

 １ 公文書の公開 

  (１) 年度別の請求状況 

     令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの間に行われた公文書の公開請

求に対する年度別の請求状況は、表１及び図１のとおりです。 

 

表１                                （件数） 

年 度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 累 計 

件 数 ６７ ６７ １２３ １６０ １３３ ５５０ 
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  (２) 実施機関別の請求状況 

     令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの間に行われた公文書の公開請

求に対する実施機関別の年度別の請求状況は、表２のとおりです。 

 

表２                                 （件数） 

年  度 

実施機関 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 累計 

 

企 画 情 報 部  １０   ９  １９  ２９  １０  ７７ 

総 務 部  １１  １６  １２   ９  １１  ５９ 

危 機 管 理 部 － － －   １ －   １ 

市 民 生 活 部 －  １６   ３  １０  １３  ４２ 

健 康 福 祉 部   ３   ７   ３   ４  １６  ３３ 

産 業 振 興 部   ３   ４   ８   ５   ６  ２６ 

都 市 整 備 部  ２９  １１  ６２  ９１  ２９ ２２２ 

会 計 課 － － － － － － 

計  ５６  ６３ １０７ １４９ ８５ ４６０ 

教 育 委 員 会  １１   ２  １４   ６  ４６  ７９ 

選挙管理委員会 － － － － － － 

監 査 委 員 － － － － － － 

農 業 委 員 会 －   １   ２   ５   ２  １０ 

固定資産評価審査委員会 － － － － － － 

議 会 －   １ － － －   １ 

合      計  ６７  ６７ １２３ １６０ １３３ ５５０ 

 (注) 市長部局の件数は、令和６年度現在の部局別で計上しています。 

 

  (３) 公開請求に対する処理状況 

     公開請求に対する年度別の処理状況は、表３のとおりです。 

 

表３                              （件数） 

区分 

年度 
公 開 部分公開 

非公開 

(注１) 
却 下 

取下げ 

(注２) 
計 

Ｒ３  １７  ４２  ５（ ５） －   ３（－） ６７ 

Ｒ４  １５  ４４  ５（ ４） －   ３（－） ６７ 

Ｒ５  ２１  ９２  ７（ ７） －   ３（２） １２３ 

Ｒ６  ２１ １３０  ４（ ４） －   ５（２） １６０ 

Ｒ７  ５２ ６９ 
１２ 

（１２） 
－ － １３３ 

累計  １２６ ３７７ 
３３ 

（３２） 
－  １４（４） ５５０ 

(注１) 「公文書の不存在」の場合については、非公開として処理していること

から、その件数を( )内書きにしています。以下同じです。 

(注２) 情報提供によって、公開請求が取り下げられた件数を( )内書きにして

います。以下同じです。 
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  (４) 実施機関別の処理状況 

     令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間に行われた公文書の公開請

求に対する実施機関別の処理状況は、表４のとおりです。 

 

表４                               （件数） 

区 分 

実施機関 
公 開 部分公開 

非公開
(注１) 

却 下 
取下げ
(注２) 計 

市 
 

 

長 

企 画 情 報 部 －  ８  ２(２) － －(－) １０ 

総 務 部  ９  ２  －(－) － －(－) １１ 

危 機 管 理 部 － －  －(－) － －(－) － 

市 民 生 活 部 １２  １  －(－) － －(－) １３ 

健 康 福 祉 部  ８  ８  －(－) － －(－) １６ 

産 業 振 興 部  ３  ３  －(－) － －(－)  ６ 

都 市 整 備 部 １１ １８  －(－) － －(－) ２９ 

会 計 課 － －  －(－) － －(－) － 

計 ４３ ４０  ２(２) － －(－) ８５ 

教 育 委 員 会  ９ ２７ １０(１０) － －(－) ４６ 

選挙管理委員会 － －  －(－) － －(－) － 

監 査 委 員 － －  －(－) － －(－) － 

農 業 委 員 会 －  ２  －(－) － －(－)  ２ 

固定資産評価審査委員会 － －  －(－) － －(－) － 

議 会 － －  －(－) － －(－) － 

合      計 ５２ ６９ １２(１２) － －(－) １３３ 

 

  (５) 審査請求の処理状況 

     年度別の審査請求の受理状況は表５、処理状況は表６及び表７のとおりです。 

     部分公開又は非公開の決定に対する審査請求については、あらかじめ附属機関

である審査会に諮問し、その答申を尊重して決定することになっています。 

 

表５ 年度別の審査請求の受理状況              （件数） 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 累計 

件数 － － － ２ ３ ５ 

 

表６ 審査請求の処理状況（令和３年度以降の累計）    （件数） 

審 査 

請 求 
取下げ 

決 定 済 令和７年 

度 末 

審議中 
却下 棄却 

認 容 

一部 全部 

５ ２ １ １ １ － － 
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表７ 審査請求の処理状況（令和７年度分）             （件数） 

審 査 

請 求 

令和７ 

年 度 

提起分 

令和６ 

年 度 

から継続 

取下げ 

決 定 済 令和７年 

度 末 

審議中 
却下 棄却 

認 容 

一部 全部 

４ ３ １ ０ １ １ １ － １ 

 

 ２ 審査会（情報公開）の開催状況 

  (１) 審査会の状況 

     年度別の開催状況は表８、審査会の処理状況は表９のとおりです。 

     ※ 令和４年度までの状況については、旧審査会によるものです。 

 

表８ 年度別の開催状況 

年度 

区分 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 累計 

開 催 回 数 － １ １ － ４  ６ 

諮問受付件数 － － － １ ２  ３ 

答 申 件 数 － － － － － － 

 

表９ 審査会の処理状況（令和３年度以降の累計）          （件数） 

諮問受付

件  数 

諮 問

取下げ 

実施機関の 

判断は妥当 

非公開部分

の一部を公

開すべき 

非公開部分の全 

部を公開すべき 

非公開決定を 

取り消すべき 

令和７年 

度 末 

審議中 

３ － １ １ － － １ 

 

  (２) 審査会（情報公開と個人情報保護）の編成 

     情報公開審査会及び個人情報保護審査会は、それぞれ別の附属機関として設置

していましたが、情報公開制度と個人情報保護制度は密接に関係していることか

ら、２つの審査会の審議内容の充実を図り、審査会としての機能強化、効率的か

つ効果的な審査会の運営、組織の簡素化を図る観点から、２つの審査会を旧審査

会に統合し、平成２４年４月１日に設置しました。 

     令和５年４月１日からは、個人情報保護法等の改正に伴い、旧審査会を廃止し、

新たに審査会条例により審査会を設置しています。審査会の組織、運営等につい

ては、審査会条例、審査会規則等に定めています。 

 
 


